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No. 質　問　事　項 回　　　　　答 訂正・補足

ガソリン及び軽油の単価は、建設物価及び積算
資料の1月号の平均値を採用していますでしょ
うか。

施工第0-004号表の軽油について、規格（スタ
ンド渡しか、パトロール給油か）について、ご
提示をお願いいたします。

単価適用年月日について、令和8年2月1日と記
載されていますが、軽油等物価資料により単価
が決定されている金額については、前月号の令
和8年1月号を参照していると考えてよろしいで
しょうか。

施工第0－013号表の諸雑費について、運転手
（一般）は計算対象としているでしょうか。

施行第0-013号単価表現地計測の諸雑品の算定
は直接人件費×2％となっております。上記の
直接人件費には「運転手（一般）」も含まれる
でしょうか。

単価表１３号の諸雑費の項目の摘要欄に、「直
接人件費×２％」と記載ありますが、この直接
人件費には一般運転手は含まれない認識で間違
いないでしょうか。

22

単価表内の一般運転手、普通船員はすべて直接
人件費ではないとの理解で間違いないでしょう
か。違う場合正しい認識をお示しください。

一般運転手・普通船員
は直接人件費には含ま
れません。

17

※訂正※
青森県設計単価表で採用し
ている軽油の設計単価は、
スタンド渡しではなくパト
ロール給油であったため訂
正します。

14

令和７年度青森県設計
単価表2026年2月以降適
用の単価を採用してお
り、軽油は スタンド渡
 しパトロール給油とな
ります。
今回の業務では物価資
料の単価を採用したも
のはございません。

運転手（一般）は計算
対象です。

※補足※
施工第0-013号表の諸雑費の
計算対象としては、運転手
（一般）は対象として含ま
れますが、その他の業務成
果品費等を算出する際の
「直接人件費×〇％」の直
接人件費には運転手や普通
船員は含まれないもので
す。

入札予定日：　令和8年3月30日(月)10：00～

質問回答書の訂正と補足

下記の業務の質問回答書について、一部訂正と補足説明を追加いたします。

令和8年3月24日

業務番号　：　災第　8-2　号

業 務 名　：　八戸港フェリー埠頭災害復旧調査業務委託 


